
平成 27 年 10 月 16 日　金曜日 第３７３６号福 岡 県 公 報 増刊②

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕 〒 812-8577
〔作成〕 〒 812-0016

福 岡 市 博 多 区 東 公 園 ７ 番 ７ 号
福岡市博多区博多駅南六丁目 6 番 1 号

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

第
三
千
七
百
三
十
六
号

増

刊

②

１

福 岡 県　総 務 部 行 政 経 営 企 画 課
株式会社ドミックスコーポレーション

（電話 092-643-3028）
（電話 092-431-4061）

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施

す
る
区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
講
ず
る

」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
、
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

秘
密
保
持
」
の
下
に
「
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
事
前

承
認
等
再
委
託
に
係
る
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
契
約
解
除
の
措
置
」
を
「
契
約
解
除
、
損
害
賠

償
責
任
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号

と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等

　
　
　
　
訓
　
　
　
令
（
第
十
二
号
）

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
県
民
情
報
広
報
課
）…

…
…
…
…

一

　
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
訓
令

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
四
月
福

岡
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
も
の
と
す
る
」
を
削
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
　
　
　
次

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理

措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
漏
え
い
等
」
を
「
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を

把
握
し
た
場
合
、
特
定
の
職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る

事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
等
、
」
に
、
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
中
「
事
案
の
」
を
「
保
護
管
理
者
は
、
事
案
の
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
個
人
情
報
の
安
全
確
保
の
措
置
に
つ
い
て
は
」
を
「
総
括
管
理
者
又
は
保
護
管
理

者
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令
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５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施

す
る
区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
行
う
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
講
ず
る

」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
、
個
人
情
報
」
の
下
に
「
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特

定
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

秘
密
保
持
」
の
下
に
「
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
事
前

承
認
等
再
委
託
に
係
る
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
契
約
解
除
の
措
置
」
を
「
契
約
解
除
、
損
害
賠

償
責
任
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号

と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
五
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
る
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等

　
　
　
　
訓
　
　
　
令
（
第
十
二
号
）

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の

　

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
県
民
情
報
広
報
課
）…

…
…
…
…

一

　
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
訓
令

　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
四
月
福

岡
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
も
の
と
す
る
」
を
削
る
。

　

第
四
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
実
施
機
関
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理

措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
を
受
け
た
者
が
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
事
務
を
再
委
託
す
る
場
合

に
は
、
委
託
を
受
け
た
者
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
す
る

事
務
に
係
る
個
人
情
報
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
委
託
を
受
け
た
者
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
四
項
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
た
者
が
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う

特
定
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
漏
え
い
等
」
を
「
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を

把
握
し
た
場
合
、
特
定
の
職
員
が
条
例
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る

事
実
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
等
、
」
に
、
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
中
「
事
案
の
」
を
「
保
護
管
理
者
は
、
事
案
の
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
報
告
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
中
「
個
人
情
報
の
安
全
確
保
の
措
置
に
つ
い
て
は
」
を
「
総
括
管
理
者
又
は
保
護
管
理

者
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


